
１．新規研究（自由研究）

N0. 氏名および職名 研究テーマ

1
南山大学法学部教授

佐藤
サトウ

　勤
ツトム 生前信託（Living Trust)導入における日本法の課題

2
千葉大学大学院法務研究科教授

小林
コバヤシ

俊明
トシアキ 信託における受託者の義務および責任の軽減・免除について

3
一橋大学大学院法学研究科教授

小川
オガワ

宏幸
ヒロユキ

信託銀行のコーポレート・ガバナンス－フィンテック・AI時代を
見据えて－

4
東京大学大学院法学政治学研究科教授

垣内
カキウチ

秀介
シュウスケ

信託関係訴訟における訴訟外の第三者の手続保障のあり方－訴訟
参加を中心に

5
名古屋経済大学法学部准教授

渕
フチ

　麻依子
マイコ 著作者人格権と信託

6

神戸大学大学院法学研究科准教授

（ケンブリッジ大学法学部客員研究員）

板持
イタモチ

研吾
ケンゴ

英国における土地の信託と登記に関する法律問題

7
慶應義塾大学経済学部教授

前多
マエダ

康男
ヤスオ ファンドマネージャーの報酬体系とインセンティブ

8
日本大学商学部教授

菅野
カンノ

正泰
マサヤス J-REIT向けシンジケートローン市場のネットワーク分析

9
一橋大学経済研究所教授

祝迫得夫
イワイサコ   トク オ

高齢化時代の家計の金融経済行動と、家計の自助努力を促す金融
制度・社会保障制度改革：東アジア諸国の国際比較による分析

10
名古屋商科大学ビジネススクール教授

小林
コバヤシ

　武
タケシ

グローバルな債券市場を統一的に評価する期間構造モデルと外国
債券投資の応用に関する研究

11
京都大学大学院法学研究科特定助教

住永
スミナガ

佳奈
カナ

家族における信託を通じた資産の形成・移転に関する課税の包括
的検討

２．新規研究（課題研究）

○信託の新たな活用方法に関する研究

N0. 氏名および職名 研究テーマ

12

東京国際大学学長

塩澤
シオザワ

修平
シュウヘイ

東洋大学経済学部教授

芦谷
アシヤ

典子
ノリコ

農地ＲＥＩＴの費用対効果、そして信託の根源的役割について

13
京都大学国際高等教育院教授

長山
ナガヤマ

浩章
ヒロアキ

太陽光パネルの廃棄等費用の積立ファンドの信託活用にかかわる
制度設計の国際比較

○海外における、他人財産を管理運用する者に課せられる義務に関する研究

14
関西学院大学法学部教授

石田
イシダ

眞得
マサヨシ

米国の投資運用業者の信認義務－議決権行使および投資判断を中
心に－
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３．追加研究（自由研究）

N0. 氏名および職名 研究テーマ

15
東北大学大学院法学研究科准教授

温
オン

　笑
ショウ

侗
トウ 事業承継型株式信託のコーポレートガバナンス

16
東京経済大学経営学部教授

吉田
ヨシダ

　靖
ヤスシ 日本のETF市場のマーケット・マイクロストラクチャー

17
中京大学経済学部教授

小林
コバヤシ

　毅
タケシ

日本銀行によるETFおよびJ-REITの買い入れが価格形成に及ぼす影
響

18
東北大学大学院経済学研究科教授

木村
キムラ

史彦
フミヒコ 日本版不動産投資信託における利益操作の研究

19
明治大学商学部准教授

浅井
アサイ

　義裕
ヨシヒロ

中小企業の事業承継における生命保険・信託の役割に関する実証
研究

20

早稲田大学政治経済学術院講師

ﾀｷﾞｻﾞｰﾃﾞ　ﾍｻｰﾘ　ﾌｧﾙﾊｰﾄﾞ

Farhad TAGHIZADEH-HESARY

Comparison of Islamic Finance and Japan's Trust（日本の信託
とイスラム金融の比較）

４．追加研究（課題研究）

〇仮想通貨の（暗号資産）の顧客保護のための信託の活用

N0. 氏名および職名 研究テーマ

21

公立大学法人大阪学術研究院第２学系群社会科

学系教授

辻　峰男
ツジ　ミネオ

信託と仮想通貨の資産性

〇海外における業態別規制から機能別規制への改正の動向とその考え方について

22
名古屋学院大学法学部教授

坂東
バンドウ

洋行
ヒロユキ

海外における業態別規制から機能別規制への改正の動向とその考
え方について

〇海外の信託兼営金融機関における利益相反管理とその考え方について

23
香川大学法学部教授

溝渕　彰
ミゾブチ　アキラ

「海外の信託兼営金融機関における利益相反管理とその考え方に
ついて－米国の状況を中心に－

〇受益権を複層化した場合の課税のあり方

24
立命館大学大学院経済学研究科博士課程

中嶋
ナカシマ

　美樹子
ミキコ

信託を用いたクロスボーダー金融スキームと信託税制－受益権が
複層化した場合の課税モデルの構築－
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